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新旧対照表（千葉市建設キャリアアップシステム活用に関する工事試行要領の改定） 

旧（令和 7年 4月） 新（令和 8年 4月） 

２ 用語の定義 

    （略） 

（３）現場・契約情報登録 

当該 CCUS活用工事の元請事業者が CCUSに「現場情報」「契約情報」「工事情

報」の登録を行うこと。 

（４）技能者登録 

  （略） 

（５）カードリーダー等 

  （略） 

（６）現場利用料 

  （略） 

２ 用語の定義 

  （略） 

（３）現場・契約情報登録 

  （削除） 

 

（３）技能者登録 

  （略） 

（４）カードリーダー等 

  （略） 

（５）現場利用料 

  （略） 

５ 実施内容 

（１）受注者は、CCUS活用工事として、以下の内容について実施するものとす

る。 

 

  （略） 

５ 実施内容 

（１）受注者は、CCUSに「現場情報」「契約情報」「工事情報」の登録を行い、

以下の内容について実施するものとする。 

 

 

 

  （略） 

６ 実施状況の確認 

受注者は、工事完成１か月前までに、５に掲げる CCUS活用工事の実施項目に

６ 実施状況の確認 

受注者は、工事完成１か月前までに、５に掲げる CCUS活用工事の実施項目に
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新旧対照表（千葉市建設キャリアアップシステム活用に関する工事試行要領の改定） 

旧（令和 7年 4月） 新（令和 8年 4月） 

ついて、以下の書類を発注者に提出し、確認を受けるものとする。 

 

ついて、以下の書類を発注者に提出し、確認を受けるものとする。 

 

７ 工事成績評定における評価 

発注者は、５に掲げる CCUS活用工事において受注者が実施する項目について、

基準を達した場合は、工事成績評定において、以下のとおり加点するものとする。 

 

７ 工事成績評定における評価 

発注者は、５に掲げる CCUS活用工事において受注者が実施する項目について、

基準を達した場合は、工事成績評定において、以下のとおり加点するものとする。 

 

８ CCUS活用に係る費用 

  （略） 

（１）カードリーダー等購入費用 

  （略） 

この費用は、令和８年３月３１日までに契約した工事を対象とする。 

 

  （略） 

 

８ CCUS活用に係る費用 

  （略） 

（１）カードリーダー等購入費用 

  （略） 

  （削除） 

 

（略） 
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新旧対照表（千葉市建設キャリアアップシステム活用に関する工事試行要領の改定） 

旧（令和 7年 4月） 新（令和 8年 4月） 

９ 実施の明示 

受注者は、対象期間中、看板を作成し、設置場所、デザイン等について受発注

者間の協議の上、第三者に対して見やすい場所に、CCUS活用工事を実施している

旨を明示すること。 

９ 実施の明示 

  （削除） 

１０ アンケート調査 

  （略） 

９ アンケート調査 

  （略） 

１１ その他 

  （略） 

１０ その他 

  （略） 

   附 則 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

  （略） 

 

   附 則 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

  （略） 

附 則 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要領は、施行日以降に公告する又は指名若しくは見積通知書を交付する

工事に適用する。 

  なお、施行日以降、既契約工事においても、工事着手前であれば、適用する

ものとする。 

 


